
令和6年9月27日
Ⅰ　関連情報　４．個人番号の
利用　法令上の根拠

・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（以下「番号法」
という。）第９条第１項及び別表第一（１６の項）
・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第一の主務
省令で定める事務を定める命令第１６条

・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（以下「番号法」
という。）第９条第１項及び別表（２４の項）
・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表の主務省令
で定める事務を定める命令第１６条

事後

（別添２）変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年9月27日

Ⅰ　関連情報　５．情報提供
ネットワークシステムによる情
報連携　②法令上の根拠

・番号法第１９条第８号（特定個人情報の提供
の制限）及び別表第二
・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第二の主務
省令で定める事務及び情報を定める命令（以下
「別表第二省令」という。）
　（別表第二における情報提供の根拠）
：１、２、３、４、６、８、９、１１、１６、１８、２０、２
３、２６、２７、２８、２９、３１、３４、３５、３７、３８、
３９、４０、４２、４８、５３、５４、５７、５８、５９、６
１、６２、６３、６４、６５、６６、６７、７０、７１、７４、
８０、８４、８５の２、８７、９１、９２、９４、９７、１０
１、１０２、１０３、１０６、１０７、１０８、１１３、１１
４、１１５、１１６、１１７、１２０の項
　（別表第二省令における情報提供の根拠）
：第１条、第２条、第３条、第４条、第６条、第７
条、第８条、第１０条、第１２条、第１３条、第１６
条、第１９条、第２０条、第２１条、第２２条、第２
２条の３、第２２条の４、第２３条、第２４条、第２
４条の２、第２４条の３、第２５条、第２６条の３、
第２８条、第３１条、第３１条の２、第３１条の３、
第３２条、第３３条、第３４条、第３５条、第３６
条、第３７条、第３８条、第３９条、第４０条、第４
３条、第４３条の３、第４３条の４、第４４条、第４
４条の２、第４５条、第４７条、第４９条、第４９条
の２、第５０条、第５１条、第５３条、第５４条、第
５５条、第５８条、第５９条、第５９条の２、第５９
条の２の２、第５９条の３
　（別表第二における情報照会の根拠）
：２７の項
　（別表第二省令における情報照会の根拠）
：第２０条

・番号法第１９条第８号（特定個人情報の提供
の制限）
・番号法第１９条第８号に基づく主務省令（令和
６年デジタル庁・総務省令第９号）

　（番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２
条の表における情報提供情報提供の根拠）
：１、２、３、４、５、７、１１、１３、１５、２０、２８、３
７、３９、４２、４８、４９、５３、５７、５８、５９、６３、
６５、６６、６９、７３、７６、８１、８３、８４、８６、８
７、８８、８９、９０、９１、９２、９６、９８、１０６、１０
８、１１５、１２４、１２９、１３２、１３７、１３８、１４
０、１４１、１４４、１４７、１５１、１５２、１５５、１５
６、１５８、１６０、１６１、１６３、１６４、１６５、１６
６、１６７、１６８、１６９、１７０、１７１、１７２、１７３
の項

　（上記命令における情報照会の根拠）
：第２条の表４８の項

事後



令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先１　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（１の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（１の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先２　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（２の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（２の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先１　②提供先における
用途

健康保険法第五条第二項の規定により厚生労
働大臣が行うこととされた健康保険に関する事
務であって主務省令で定められた用途

健康保険法（大正十一年法律第七十号）第五
条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこと
とされた健康保険に関する事務又は同法による
保険医若しくは保険薬剤師の登録に関する事
務であって次条で定められた用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先３　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（３の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（３の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先２　②提供先における
用途

健康保険法による保険給付の支給に関する事
務であって主務省令で定められた用途

健康保険法による保険給付の支給に関する事
務であって第四条で定められた用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先４　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（４の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（５の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先３　②提供先における
用途

健康保険法による保険給付の支給に関する事
務であって主務省令で定められた用途

健康保険法による保険給付の支給に関する事
務であって第五条で定められた用途

事後



令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先５　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（６の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（７の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先４　②提供先における
用途

船員保険法第四条第二項の規定により厚生労
働大臣が行うこととされた船員保険に関する事
務であって主務省令で定めた用途

船員保険法第四条第二項の規定により厚生労
働大臣が行うこととされた船員保険に関する事
務であって第七条で定められた用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先６　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（８の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（１１の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先５　②提供先における
用途

船員保険法による保険給付又は平成十九年法
律第三十号附則第三十九条の規定によりなお
従前の例によるものとされた平成十九年法律第
三十号第四条の規定による改正前の船員保険
法による保険給付の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めた用途

船員保険法による保険給付又は雇用保険法等
の一部を改正する法律（平成十九年法律第三
十号。以下この条及び第九条において「平成十
九年法律第三十号」という。）附則第三十九条
の規定によりな従前の例によるものとされた平
成十九年法律第三十号第四条の規定による改
正前の船員保険法による保険給付の支給に関
する事務であって第九条で定められた用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先７　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（９の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（１３の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先６　②提供先における
用途

児童福祉法による里親の認定、養育里親の登
録又は障害児入所給付費、高額障害児入所給
付費若しくは特定入所障害児食費等給付費の
支給に関する事務であって主務省令で定めた
用途

児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四
号）による養育里親若しくは養子縁組里親の登
録、里親の認定又は障害児入所給付費、高額
障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食
費等給付費の支給に関する事務であって第十
三条で定められた用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先７　②提供先における
用途

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の
支給に関する事務であって主務省令で定めた
用途

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の
支給に関する事務であって第十五条で定めら
れた用途

事後



令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先８　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（１１の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（１５の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先９　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（１６の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（２０の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先８　②提供先における
用途

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障
害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障
害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談
支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提
供に関する事務であって主務省令で定めた用
途

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障
害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障
害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談
支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提
供に関する事務であって第十七条で定められた
用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先１０　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（１８の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（２８の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先９　②提供先における
用途

児童福祉法による負担能力の認定又は費用の
徴収に関する事務であって主務省令で定めた
用途

児童福祉法による負担能力の認定又は費用の
徴収に関する事務であって第二十二条で定め
られた用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先１１　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（２３の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（３９の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先１０　②提供先における
用途

予防接種法による給付の支給又は実費の徴収
に関する事務であって主務省令で定めた用途

予防接種法による給付の支給又は実費の徴収
に関する事務であって第三十条で定められた用
途

事後



令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先１２　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（２６の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（４２の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先１１　②提供先における
用途

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に
よる入院措置又は費用の徴収に関する事務で
あって主務省令で定めた用途

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に
よる入院措置又は費用の徴収に関する事務で
あって第四十一条で定められた用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先１３　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（２７の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（４８の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先１２　②提供先における
用途

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴
収金の徴収に関する事務であって主務省令で
定めた用途

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴
収金の徴収に関する事務であって第四十四条
で定められた用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先１４　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（２８の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（４９の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先１３　②提供先における
用途

地方税法その他の地方税に関する法律及びこ
れらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴
収に関する事務であって主務省令で定めた用
途

地方税その他の地方税に関する法律及びこれ
らの法律に基づく条例又は森林環境税及び森
林環境譲与税に関する法律（平成三十一年法
律第三号）による地方税又は森林環境税の賦
課徴収に関する事務であって第五十条で定め
られた用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先１４　②提供先における
用途

地方税法その他の地方税に関する法律及びこ
れらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴
収に関する事務であって主務省令で定めた用
途

地方税法その他の地方税に関する法律及びこ
れらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴
収に関する事務であって第五十一条で定めら
れた用途

事後



令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先１６　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（３１の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（５３の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先１７　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号　別表第二（第３４項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（５７の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先１６　②提供先における
用途

公営住宅法による公営住宅の管理に関する事
務であって主務省令で定めた用途

公営住宅法による公営住宅（同法第二条第二
号に規定する公営住宅をいう。第五十五条にお
いて同じ。）の管理に関する事務であって同条
で定められた用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先１８　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（３５の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（５８の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先１７　②提供先における
用途

私立学校教職員共済法による短期給付又は年
金である給付の支給に関する事務であって主
務省令で定めた用途

私立学校教職員共済法による短期給付又は年
金である給付の支給に関する事務であって第
五十九条で定められた用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先１９　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（３７の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（５９の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先１８　②提供先における
用途

厚生年金保険法による年金である保険給付又
は一時金の支給に関する事務であって主務省
令で定めた用途

厚生年金保険法による年金である保険給付又
は一時金の支給に関する事務であって第六十
条で定められた用途

事後



令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先２０　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（３８の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（６３の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先１９　②提供先における
用途

特別支援学校への就学奨励に関する法律によ
る特別支援学校への就学のため必要な経費の
支弁に関する事務であって主務省令で定めた
用途

特別支援学校への就学奨励に関する法律によ
る特別支援学校への就学のため必要な経費の
支弁に関する事務であって第六十一条で定め
られた用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
移転先１　①法令上の根拠

・番号法第９条第１項及び別表（８の項）
・別表省令第８条

・番号法第９条第１項及び別表（９の項）
・別表省令第８条

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先２０　②提供先における
用途

学校保健安全法による医療に要する費用につ
いての援助に関する事務であって主務省令で
定めるもの

学校保健安全法による医療に要する費用につ
いての援助に関する事務であって第六十五条
で定めるもの

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
移転先６　②移転先における
用途

地方税法その他の地方税に関する法律及びこ
れらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴
収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を
含む。)に関する事務であって主務省令で定め
た用途

地方税その他の地方税に関する法律及びこれ
らの法律に基づく条例、森林環境税及び森林環
境譲与税に関する法律又は特別法人事業税及
び特別法人事業譲与税に関する法律（平成三
十一年法律第四号）による地方税、森林環境税
若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方
税、森林環境税若しくは特別法人事業税に関す
る調査（犯則事件の調査を含む。）に関する事
務であって主務省令で定めた用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
移転先５　②移転先における
用途

生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四
号）による保護の決定及び実施、就労自立給付
金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収
金の徴収に関する事務であって主務省令で定
めた用途

生活保護法による保護の決定及び実施、就労
自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支
給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護
に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関す
る事務であって主務省令で定めた用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
移転先１６　②移転先における
用途

特別児童扶養手当等の支給に関する法律によ
る障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又
は国民年金法等の一部を改正する法律（昭和
六十年法律第三十四号）附則第九十七条第一
項の福祉手当の支給に関する事務であって主
務省令で定めた用途

特別児童扶養手当等の支給に関する法律によ
る障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又
は国民年金法等の一部を改正する法律（昭和
六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法
律第三十読ん号」という。）附則第九十七条第
一項の福祉手当の支給に関する事務であって
主務省令で定めた用途

事後



令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
移転先１７　②移転先における
用途

母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）に
よる保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、
妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の
訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指
導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する
費用の支給又は費用の徴収に関する事務で
あって主務省令で定めた用途

母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）に
よる相談、支援、保健指導、新生児の訪問指
導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交
付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟
児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育
医療に要する費用の支給、費用の徴収又はこ
ども家庭センターの事業の実施に関する事務で
あって主務省令で定めた用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
移転先２０　②移転先における
用途

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の
自立の支援に関する法律による支援給付又は
配偶者支援金の支給に関する事務であって主
務省令で定めた用途

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の
自立の支援に関する法律による支援給付又は
配偶者支援金（以下「中国残留邦人等支援給
付等」という。）の支給に関する事務であって主
務省令で定めた用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
移転先１９　②移転先における
用途

高齢者の医療の確保に関する法律による後期
高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関
する事務であって主務省令で定めた用途

高齢者の医療の確保に関する法律による後期
高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は同
法第百二十五条第一項の高齢者保健事業若し
くは同条第五項の事業の実施に関する事務で
あって主務省令で定めた用途

事後



令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先２１　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（３９の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（６５の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅲリスク対策
６情報提供ネットワークシステ
ムとの接続
リスク１：目的外の入手が行わ
れるリスク
リスクに対する措置の内容

・権限を持った職員が上長の承認を得た上で情
報照会・入手を行うこととしている。
＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①情報照会機能（※１）により、情報提供ネット
ワークシステムに情報照会を行う際には、情報
提供許可証の発行と照会内容の照会許可用照
合リスト（※２）との照合を情報提供ネットワーク
システムに求め、情報提供ネットワークシステム
から情報提供許可証を受領してから情報照会を
実施することになる。つまり、番号法上認められ
た情報連携以外の照会を拒否する機能を備え
ており、目的外提供やセキュリティリスクに対応
している。
②中間サーバーの職員認証・権限管理機能（※
３）では、ログイン時の職員認証の他に、ログイ
ン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容
の記録が実施されるため、不適切な接続端末
の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する
仕組みになっている。
（※１）情報提供ネットワークシステムを使用した
特定個人情報の照会及び照会した情報の受領
を行う機能。
（※２）番号法別表第２及び第１９条第１４号に基
づき、事務手続きごとに情報照会者、情報提供
者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト化し
たもの。
（※３）中間サーバーを利用する職員の認証と
職員に付与された権限に基づいた各種機能や
特定個人情報へのアクセス制御を行う機能。

・権限を持った職員が上長の承認を得た上で情
報照会・入手を行うこととしている。
＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①情報照会機能（※１）により、情報提供ネット
ワークシステムに情報照会を行う際には、情報
提供許可証の発行と照会内容の照会許可用照
合リスト（※２）との照合を情報提供ネットワーク
システムに求め、情報提供ネットワークシステム
から情報提供許可証を受領してから情報照会を
実施することになる。つまり、番号法上認められ
た情報連携以外の照会を拒否する機能を備え
ており、目的外提供やセキュリティリスクに対応
している。
②中間サーバーの職員認証・権限管理機能（※
３）では、ログイン時の職員認証の他に、ログイ
ン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容
の記録が実施されるため、不適切な接続端末
の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する
仕組みになっている。
（※１）情報提供ネットワークシステムを使用した
特定個人情報の照会及び照会した情報の受領
を行う機能。
（※２）番号法番号法第１９条第８号及び番号法
第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表及
び第１９条第１４号に基づき、事務手続きごとに
情報照会者、情報提供者、照会・提供可能な特
定個人情報をリスト化したもの。
（※３）中間サーバーを利用する職員の認証と
職員に付与された権限に基づいた各種機能や

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先２１　②提供先における
用途

国家公務員共済組合法による短期給付の支給
に関する事務であって主務省令で定めた用途

国家公務員共済組合法による短期給付の支給
に関する事務であって第六十七条で定められた
用途

事後



令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先２２　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（４０の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（６６の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先２３　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（４２の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（６９の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先２２　②提供先における
用途

国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組
合法の長期給付に関する施行法による年金で
ある給付の支給に関する事務であって主務省
令で定めた用途

国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組
合法の長期給付に関する施行法（昭和三十三
年法律第百二十九号）による年金である給付の
支給に関する事務であって第六十八条で定め
られた用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先２４　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（４８の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（７３の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先２３　②提供先における
用途

国民健康保険法による保険給付の支給又は保
険料の徴収に関する事務であって主務省令で
定めた用途

国民健康保険法による保険給付の支給又は保
険料の徴収に関する事務であって第七十一条
で定られた用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先２４　②提供先における
用途

国民年金法による年金である給付若しくは一時
金の支給、保険料の納付に関する処分又は保
険料その他徴収金の徴収に関する事務であっ
て主務省令で定めた用途

国民年金法による年金である給付若しくは一時
金の支給、保険料の納付に関する処分又は保
険料その他徴収金の徴収に関する事務であっ
て第七十五条で定められた用途

事後



令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先２５　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（５４の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（７６の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先２６　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（５７の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（８１の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先２５　②提供先における
用途

住宅地区改良法による改良住宅の管理若しく
は家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収
入超過者に対する措置に関する事務であって
主務省令で定めた用途

住宅地区改良法による改良住宅（同法第二条
第六項に規定する改良住宅をいう。第七十八条
において同じ。）の管理若しくは家賃若しくは敷
金の決定若しくは変更又は収入超過者に対す
る措置に関する事務であって同条で定められた
用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先２７　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（５８の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（８３の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先２６　②提供先における
用途

児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に
関する事務であって主務省令で定めた用途

児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に
関する事務であって第八十三条で定められた用
途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先２８　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（５９の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（８４の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先２７　②提供先における
用途

地方公務員等共済組合法による短期給付の支
給に関する事務であって主務省令で定めた用
途

地方公務員等共済組合法による短期給付の支
給に関する事務であって第八十五条で定めら
れた用途

事後



令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先２９　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（６１の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（８６の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先２８　②提供先における
用途

地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共
済組合法の長期給付等に関する施行法による
年金である給付の支給に関する事務であって
主務省令で定めた用途

地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共
済組合法の長期給付等に関する施行法（昭和
三十七年法律第百五十三号）による年金である
給付の支給に関する事務であって第八十六条
で定められた用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先３０　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（６２の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（８７の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先２９　②提供先における
用途

老人福祉法による福祉の措置に関する事務で
あって主務省令で定めた用途

老人福祉法（昭和三十八年法律第百さん十三
号）による福祉の措置に関する事務であって第
八十八条で定められた用途

事後



令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先３１　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（６３の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（８８の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先３０　②提供先における
用途

老人福祉法による費用の徴収に関する事務で
あって主務省令で定めた用途

老人福祉法による費用の徴収に関する事務で
あって第八十九条で定められた用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先３２　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表（６４の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（８９の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先３１　②提供先における
用途

母子及び父子並びに寡婦福祉法による償還未
済額の免除又は資金の貸付けに関する事務で
あって主務省令で定めた用途

母子及び父子並びに寡婦福祉法による償還未
済額の免除又は資金の貸付けに関する事務で
あって第九十条で定められた用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先３３　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（６５の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（９０の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先３２　②提供先における
用途

母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者
のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡
婦についての便宜の供与に関する事務であっ
て主務省令で定めた用途

母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者
のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡
婦についての便宜の供与に関する事務であっ
て第九十一条で定められた用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先３３　②提供先における
用途

母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金
の支給に関する事務であって主務省令で定め
た用途

母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金
の支給に関する事務であって第九十二条で定
められた用途

事後



令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先３４　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（６６の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（９１の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先３５　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（６７の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（９２の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先３４　②提供先における
用途

特別児童扶養手当等の支給に関する法律によ
る特別児童扶養手当の支給に関する事務で
あって主務省令で定めた用途

特別児童扶養手当等の支給に関する法律によ
る特別児童扶養手当の支給に関する事務で
あって第九十三条で定められた用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先３６　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（７０の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（９６の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先３５　②提供先における
用途

特別児童扶養手当等の支給に関する法律によ
る障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又
は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条
第一項の福祉手当の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めた用途

特別児童扶養手当等の支給に関する法律によ
る障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又
は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条
第一項の福祉手当の支給に関する事務であっ
て第九十四条で定められた用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先３７　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（７１の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（９８の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先３６　②提供先における
用途

母子保健法による費用の徴収に関する事務で
あって主務省令で定めた用途

母子保健法による費用の徴収に関する事務で
あって第九十八条で定められた用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先３７　②提供先における
用途

雇用対策法による職業転換給付金の支給に関
する事務であって主務省令で定めた用途

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用
の安定及び職業生活の充実等に関する法律に
よる職業転換給付金の支給に関する事務で
あって第百条で定められた用途

事後



令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先３８　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（７４の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（１０６の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先３９　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（８０の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（１１５の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先３８　②提供先における
用途

児童手当法による児童手当又は特例給付の支
給に関する事務であって主務省令で定めた用
途

児童手当法による児童手当又は特例給付の支
給に関する事務であって第百八条で定められた
用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先４０　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（８４の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（１１８の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先３９　②提供先における
用途

高齢者の医療の確保に関する法律による後期
高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関
する事務であって主務省令で定めた用途

高齢者の医療の確保に関する法律による後期
高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関
する事務であって第百十七条で定められた用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先４１　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（８５の２の
項）

番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（１２４の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先４０　②提供先における
用途

昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第
二項の規定により厚生年金保険の実施者たる
政府が支給するものとされた年金である保険給
付の支給に関する事務であって主務省令で定
めた用途

昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第
二項の規定により厚生年金保険の実施者たる
政府が支給するものとされた年金である保険給
付の支給に関する事務であって第百二十条で
定められた用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先４２　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（８７の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（１２５の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先４１　②提供先における
用途

特定優良住宅の供給の促進に関する法律によ
る賃貸住宅の管理に関する事務であって主務
省令で定める用途

特定優良住宅の供給の促進に関する法律によ
る賃貸住宅の管理に関する事務であって第百
二十六条で定められた用途

事後



令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先４３　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（９１の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（１２９の項）

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先４２　②提供先における
用途

中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事
務であって主務省令で定めた用途

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の
自立の支援に関する法律による支援給付の支
給に関する事務であって第百二十七条で定め
られた用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先４４　②提供先における
用途

平成八年法律第八十二号による年金である長
期給付又は年金である給付の支給に関する事
務であって主務省令で定めた用途

平成八年法律第八十二号による年金である長
期給付又は年金である給付の支給に関する事
務であって第百三十二条で定められた用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先４４　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（９２の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（１３０の項）

事後

事後

厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平
成八年法律第八十二号。以下「平成八年法律
第八十二号」という。）附則第十六条第三項の
規定により厚生年金保険の実施者たる政府が
支給するものとされた年金である給付の支給に
関する事務であって第百三十一条で定められた
用途

平成八年法律第八十二号附則第十六条第三項
の規定により厚生年金保険の実施者たる政府
が支給するものとされた年金である給付の支給
に関する事務であって主務省令で定めた用途

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先４３　②提供先における
用途

令和6年9月27日

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先４５　②提供先における
用途

介護保険法による保険給付の支給、地域支援
事業の実施又は保険料の徴収に関する事務で
あって主務省令で定めた用途

介護保険法による保険給付の支給、地域支援
事業の実施又は保険料の徴収に関する事務で
あって第百三十四条で定められた用途

事後

令和6年9月27日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要　　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先４５　①法令上の根拠

番号法第１９条第８号及び別表第二（９４の項）
番号法第１９条第８号及び番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の表（１３２の項）

事後
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